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１ 事業の目的 

 

 今般の物価高騰等により，障害福祉施設の運営に大きな影響を与えていることから，省エネルギ

ー設備やＩＣＴ設備等を投資することにより，運営費を抑制し，環境リスクへの対応力強化を図り，

もって安定的な介護サービスの提供を目的とします。本事業はそのために必要な設備等の導入に要

する経費を補助するものです。 

 

２ 事業の概要 

 

（１）対象事業  

 宮城県内の障害福祉サービス事業所等における省エネルギー設備又はＩＣＴ設備等の導入事業

であって，令和６年１月３１日までに完了する事業が対象となります。 

（２）対象事業区分  

区 分 目 的 

①省エネルギー設備等 

導入支援事業 

 「高効率空調機器・給湯器・照明機器等の省エネルギー設備を導入し，従来

のエネルギー使用量を抑制する」，又は，「自家消費型太陽光発電設備（蓄電池

併用含む）を導入し，自らがグリーン電力を作り出せる体制を整備する」こと

で，施設運営上のエネルギーコストの削減を図るもの。 

②Ｉ Ｃ Ｔ 設 備 等 

導入支援事業 

 ＩＣＴ設備等を導入することで，施設運営の業務効率化や生産性向上を図り，

労働時間の削減により手当等人件費のコスト削減を図るもの，又は，就労継続

支援事業所における生産活動の事業コストの抑制や生産活動機会を確保し，障

害者の工賃・賃金確保を図るもの。 

（３）対象者，補助対象経費等  

事 業 区 分 ①省エネルギー設備等導入支援事業 ②ＩＣＴ設備等導入支援事業 

補 助 

対象者 

宮城県内において，以下の事業を行う法人 

・ 通所系，短期入所，入所・居住系 ・ 通所系，短期入所，入所・居住系，訪問系，

相談系 

申 請 の

条件 

・ 補助事業実施前の消費エネルギーと実施

後の見込消費エネルギーを比較し，６か

月で１割以上の削減を計画するもの。 

・ 令和４年１０月１日時点で事業所の指定

を受けているもの。 

・ 交付申請時点で事業所の指定を受けてい

るもの。 

 具体的なサービス種別については表下に記載 
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補助対 

象経費 

事業に直接必要な 

委託料，工事費，備品購入費 等 

事業に直接必要な 

報償費，旅費，役務費，委託料，使用料及び

賃貸料，工事費，備品購入費 等 

補 助 対

象 設 備

等 

・高効率空調機器 

・高効率給湯器 

・高効率照明機器 

・自家消費型太陽光発電設備 

（蓄電池併用含む） 等 

・タブレット端末等ハードウェア 

・ソフトウェア 

・介護支援ロボット 

・専門家派遣費用 等 

補 助 の

対 象 外

経費 

・消費税及び地方消費税 

・中古品やリース品による整備費用 

・申請書作成費，各種届出に要する費用 

・電力工事負担金 

・自動車やサーキュレータなど（用途が補

助金事業の目的以外に流用できるもの）の

購入費用 等 

・消費税及び地方消費税 

・中古品の購入費用 

・対象期間外分のリース・レンタル費用 

・既存の機器やシステム等の改修費用 

・自社開発費用 

・インターネット回線使用料等の通信費 

・運営費のコスト削減に直接資さない付属

品の購入費用 等 

他の補助金を受けて事業を実施する場合，当該他の補助金等の補助対象となる経費は，

本補助事業の対象としない。 

補助率 １０／１０ 

補 助 

上限額 

１ 法 人 当 た り  １０，０００千円 

１施設・事業所当たり  １０，０００千円 

１ 法 人 当 た り  ４，０００千円 

１施設・事業所当たり  １，０００千円 

 省エネルギー設備等導入支援事業とＩＣＴ設備等導入支援事業のいずれも申請する場

合には，１法人当たりの上限額は１４，０００千円とする。１施設・事業所当たりの上限

額はそれぞれのとおりとする。 

※  過去の補助実績や省エネルギー効果（省エネルギー設備等導入支援事業），労働時間削減効

果等（ＩＣＴ設備等導入支援事業）を踏まえ，事業計画を総合的に評価し，予算の範囲内で

採択事業者を決定します。 

 

通所系 ･･･「療養介護」，「生活介護」，「自立訓練」，「就労移行支援」，「就労継続支援」，「児童発

達支援」，「放課後等デイサービス」をいう。 

訪問系 ･･･「居宅介護」，「重度訪問介護」，「同行援護」，「行動援護」，「就労定着支援」，「自立生

活援助」，「居宅訪問型児童発達支援」，「保育所等訪問支援」をいう。 

入所・居住系 ･･･「施設入所支援」，「共同生活援助」，「障害児入所施設」をいう。 

 

相談系 ･･･「相談支援」，「障害児相談支援」をいう。 
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３ 補助事業の手続き 

 

（１）事業スケジュール  

令和５年４月２６日（水） 

    ６月 ９日（金） 

６月～７月 

    ７月中 

令和６年１月３１日（水）まで 

○事業の申請受付開始 

○所定の各書類提出締切り 

○審査 

○採否通知（採択者には交付決定） 

○事業完了 

○実績報告（履行確認次第，補助金支出） 

 

（２）補助金交付申請書の提出  

提 出 先 
〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８－１ 

宮城県保健福祉部 障害福祉課 施設支援班 省エネ・ICT補助金担当 

連 絡 先 
電 話：０２２－２１１－２５４４ 

E-mail：syoufuku-syouene_ict@pref.miyagi.lg.jp 

様 式 
障害福祉課ホームページよりダウンロードして使用してください。 

 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/genyu-bukka.html 

申請期限 令和５年６月９日（金） （郵送必着） 

 

～ 申 請 書 類 ～ 

① 補助金交付申請書（様式第１号） 

② 事業計画書（様式第１号 別紙１－１又は１－２） 

③ 収支予算書 

④ 事業費内訳書（見積書） ※１ 

⑤ 暴力団排除に関する誓約書，役員名簿 

⑥ 県税納税証明書（発行から３か月以内で，全ての県税に未納がないこと） 

⑦ 法人の概要が分かるもの（パンフレット等） 

⑧ 登記簿謄本又は現在事項全部証明書（発行から３か月以内） 

⑨ サービス事業者の指定通知書 

⑩ 機器の仕様書（カタログ等） ※２ 

⑪ その他知事が必要と認める書類 

mailto:syoufuku-syouene_ict@pref.miyagi.lg.jp
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/genyu-bukka.html


- 4 - 

 

○省エネルギー設備等導入支援事業のみ 

・ 補助事業実施予定場所の位置図，外観写真 

・ 新設備の事業所内配置図，システム図，旧設備の撤去範囲と新設備の位置関係図 

・ 省エネルギー効果（省エネルギー量，省エネルギー率等）の計算資料（参考様式） ※３ 

○ＩＣＴ設備等導入支援事業のみ 

・ 業務効率化・生産性向上の場合，業務時間削減の計算資料（任意様式） 

→事業計画書に記載しきれない効果や「障害福祉分野における人材確保のための職場改善支援

等業務」の活用予定の有無等を記載 

・ 生産活動改善の場合，確保される生産活動収支の計算資料（任意様式） 

 →業務，人数，数量などの積算根拠や「IT市場での精神障害者等就労促進事業」の活用予定の

有無等を記載 

 

※１ 原則，２者以上から取得したものを添付してください。特注品の購入など，見積書徴収

先が１者に限定される場合には，当該事業者の選定理由書を添付してください。また，補

助対象経費と補助対象外経費が分かるようにしてください。 

※２ 設備等の写真部分，メーカー名，製品名，型番を示した箇所を蛍光ペン等で囲み，該当

設備の掲載ページのみ提出してください。 

※３ 参考様式を作成してください。提出にあたっては，計算根拠書類を添付してください。 

 

～ 提 出 に あ た っ て の 注 意 事 項 ～ 

▶ 書類は原則Ａ４版片面で作成してください。カタログやエネルギー使用量の根拠資料など

は，あまり字が小さくならなければ２in１にして複数ページを１枚にしても構いません。Ａ

３用紙は，右半面を折り畳んで綴じ込んでください。 

▶ 申請書類は上記の順番に並べ，提出用と控えの２部作成してください。 

 

（３）交付決定と事業の着手  

採否については，文書でお送りします。 

補助事業として採択された場合，「補助金交付決定通知書」を通知しますので，申請いただいた事

業につきましては，この通知がお手元に届いてから着手してください。 

 

ただし，交付決定前に着手する必要がある場合にあっては，あらかじめ，「交付決定前事前着手

届」を提出してください。 なお，「事業の着手」とは，補助事業に係る契約，発注を行うことを指します。 
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※ 事業の交付決定が，補助金の支払いを確約するものではありません。補助金額の確定及びそ

の支払いを受けるためには，事業の適正な履行及びそれが反映された実績報告書を期日までに

提出いただくことが必要です。 

 

（４）補助事業の変更  

補助事業の実施中に，内容の変更がある場合は，事前に障害福祉課施設支援班に御相談願います。 

なお，変更の内容によっては，事業内容の変更承認の手続きが必要となる場合があります。著し

い変更の場合は，交付決定を取り消すことがあります。 

 

（５）事業実績報告書の提出  

補助事業が完了したら，実績報告書を提出していただきます。 

なお，「補助事業の完了」とは， 

・補助事業に係る設備等を導入し，稼働等が可能となること 

・補助事業に係る代金の支払いが完了すること 

を指します。補助事業が期限内に完了しない場合，原則として，補助金をお支払いできません。関

係法令上の手続きや工事に要する期間を勘案し，期限内に完了する見込みがあるか，事前に十分に

検討してください。実績報告書は，完了日から起算して一月を経過した日又は令和６年１月３１日

のいずれか早い日が提出期限です。 

事業実績報告書の提出後に，完了検査（提出書類や設備等を確認）を実施します。この確認を行

い，実施した事業の内容が適正と認めたうえで，実際に支払う補助金の額を確定します。 

 

４ 留意事項 

（１）経費の支払方法  

補助事業に係る代金の支払方法は，銀行振込が原則です。経理処理等の都合上，これによりがた

い場合は，現金やクレジットカードによる支払いも可能としますが，補助対象経費は単独の支払い

にするなど，他の支払いとは明確に区別してください。なお，書類の不備等により補助対象経費が

明確に確認できない場合は，補助対象経費とは認められない場合があります。 

支払いの事実を明確に証明できる資料を必ず添付してください。なお，振込手数料は補助の対象

外です。回し手形や相殺による支払いは認められません。  

県が支払確認を行う際に必要な書類の例は，以下のとおりですので，支払方法別に必要な証拠書

類を全て揃えてください。 



- 6 - 

 

 

① 銀行振込の場合 

【必要な証拠書類】 

・振込を行ったことが確認できる書類＋領収書 

※ 振込を行ったことが確認できる書類の例 (いずれか１つ) 

金融機関窓口で発行された銀行振込受領書，ＡＴＭで発行されたＡＴＭ利用明細，通帳の

取引明細ページ＋通帳の表紙 ，ネットバンキングの振込完了画面を印刷したもの，ネットバ

ンキングの取引明細照会画面を印刷したもの  

 

② 現金払いの場合 

【必要な証拠書類】 

・現金出納帳＋補助事業者名が確認できるページ (現金出納帳表紙等)＋領収書 

※ 金額の内訳が記載された領収書の発行を受けてください。 

※ 金額の内訳が明記されていない場合は，レシート等の内訳が分かるものを添付してくださ 

い。 

 

③ クレジットカード払いの場合 

【必要な証拠書類】 

・クレジット会社発行の利用明細 (書面，ＷＥＢ)＋領収書 

※ 法人カード (ビジネスカード，コーポレートカード等) での一括払いであり，引落し口座

が法人名義であることが条件となります。 

※ 個人名義の口座が引落し口座に設定されているカードでの支払いは対象となりません。 

【注意事項】 

・一括払いであり，令和６年１月３１日までに引き落としが完了しているものが対象となります。 

※ 必要な情報は，カード名義人，利用日，利用金額，請求金額，引落し口座情報，決済内容

です。 

 

（２）経費の取扱い及び出納関係書類の管理  

補助事業の経費は，できる限り，専用の管理簿や通帳を準備するなど，対象経費を他の事業と

明確に分けて整理・処理してください。なお，書類の不備等により補助対象経費が明確に確認で

きない場合は，補助対象経費とは認められない場合があります。 
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（３）取得財産の管理・処分  

▶ 補助事業により取得した財産または効用の増加した財産については，補助事業の終了後も善

良なる管理者の注意を持って管理し，補助金交付の目的に沿った効果的な運用に努めてくだ

さい。 

 

 ▶ １件当たりの取得価格又は効用の増加額が５０万円以上であるものは，減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年３月３１日大蔵省令第１５号）で定める減価償却期間が経

過する前に財産の処分（売却，取り壊し，補助事業の目的以外での使用など）を行うとき

は，事前に知事の承認を受けなければなりません。また，承認の際に補助金の一部返還等の

条件が付される場合があります。 

５【参考】令和４年度との変更点（まとめ） 

令和４年度 令和５年度 

〇事業の完了について 〇事業の完了について 

・令和５年１月末までに事業完了（支払

い含む）すること 

・２次募集については令和５年２月末ま

でに事業完了（支払い含む）すること 

・令和６年１月末までに事業完了（支払い含

む）すること 

〇省エネルギー設備等導入支援事業の 

申請条件について 

〇省エネルギー設備等導入支援事業の 

申請条件について 

・令和３年１０月１日時点で事業所の指

定を受けているもの。 

・令和４年１０月１日時点で事業所の指定を受

けているもの。 

・補助事業実施前の消費エネルギー量と実施後

の見込消費エネルギー量を比較し，６か月で

１割以上の削減を見込む計画が申請可能。 

〇経費の支払方法について 〇経費の支払方法について 

・振込手数料は補助の対象外 

・回し手形や相殺による支払いは認めな

い 

・振込手数料は補助の対象外 

・回し手形や相殺による支払いは認めない 

・県が支払確認を行う際に必要な書類の明確化

（本資料４留意事項（１）を参照）。 



資料② 
 

令和４年度事例紹介 



事例紹介1（省エネ）：社会福祉法人 静和会（山元町）

●導入のきっかけ
静和園は暖房設備を重油ボイラーで行っていたが、重油価

格の高騰でコストが嵩んでいた。加えて、ボイラーとその燃
料を保管する重油地下タンクも、経年劣化による修理費等の
コストが生ずる状況だったため、補助金を活用し高効率な空
調機器の導入を目指した。

●法人の概要
特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・デ

イサービスセンター・障害者支援施設（静和園）を運営。

●導入設備の紹介
天井埋込型エアコン（2方向）2台、（4方向）4台

●設備導入で得られた効果
重油の使用量18,450ℓ（金額としては約160万円）を削減

した。また、高効率空調機器の導入で電気の使用量も削減。



事例紹介2（省エネ）：社会福祉法人 共生福祉会（仙台市）

●導入のきっかけ
多機能型障害者施設「仙台ワークキャンパス」はオール電

化が施されており、照明器具や蛍光管等消耗品の交換頻度や
交換個数も多い中、電気料の値上げにより、コスト増大が予
断を許さない状況だったため、照明機器のLED化を目指した。

●法人の概要
就労支援事業所、障害者支援施設、その両方を兼ね備えた

多機能型事業所およびグループホーム事業を基軸に運営。

●導入設備の紹介
フロアライト 取替数 約60個
シーリングライト 取替数 約24個、他

●設備導入で得られた効果
1～3月の前年比で、平均約6000kwhの電力消費量削減に繋
がり、コスト抑制に大きな効果を発揮した。



事例紹介3（ ICT ）：社会福祉法人 夢みの里（石巻市）

●導入のきっかけ
石巻市内に、法人の関連施設が広く分布しており、会議、

研修、施設訪問において、移動時間が掛かる状況であった。
また、コロナウイルスの影響もあり、生活介護施設等、計6か
所にWEB会議用の設備を導入し、労働時間の削減を目指した。

●法人の概要
障害者通所施設を6か所、相談支援センターを1か所、グ

ループホームを21か所、保育園を4か所、特別養護老人ホー
ムを1か所運営。

●導入設備の紹介
モニター、ノートパソコン、 スピーカーマイク、WEBカメ

ラ 各8台

●設備導入で得られた効果
会議等の移動時間を削減し、業務の効率化を達成した。



資料③ 
 

障害福祉分野における人材確保の 

ための職場改善支援等業務について 



宮城県内の障害福祉サービス事業所の経営者・管理者のみなさまへ

令和５年度障害福祉分野における人材確保のための職場改善支援等業務(宮城県委託事業)

第１回 処遇改善加算取得支援セミナー
第１回 職場の業務改善支援セミナー

開催日時 令和5年6月1日（木）13:00～18:00

開催形態 定員:現地 50 名、WEB 500 名 参加費:無料
※ 現地会場とオンラインのハイブリッド開催 申込期限は5月26日（金）まで

会場 トークネットホール仙台（仙台市民会館）研修室5（2階）
主催 宮城県保健福祉部障害福祉課

プログラム

12:30～ 開場

13:00～13:10 主催者挨拶・事業概要紹介

13:10～14:40
第1回 処遇改善加算取得支援セミナー
～ 障害福祉分野における処遇改善加算の基本と経営への活用 ～
講師 株式会社シード・プランニング 平尾 雅司

14:40～15:00 処遇改善加算取得支援個別支援の事前相談・事前申込受付

15:00～17:00
第1回 職場の業務改善支援セミナー
～ 仕事の価値を高める‼ 環境変化に対応できる組織づくり ～
講師 ウェル・ナビ株式会社 代表取締役 阿部 信子 氏

17:00～18:00 職場の業務改善支援 個別支援の事前相談・事前申込受付

宮城県内の障害福祉サービス事業所を対象に、上記２テーマのセミナーを同時開催いたします。 「処遇改善加算の
取得・活用」や「現場の業務改善・仕事の質の向上」に興味のある事業者様はぜひご参加ください。
また、当日の現地会場では、専門家による処遇改善加算取得や職場の業務改善に関する個別相談、個別支援の

申込受付を行います。WEB受講でも個別支援の申込は可能です。

受講を迷っている方、個別支援を受けたいと考えている方へ
令和4年度に実施した「処遇改善加算取得支援」、「職場の業務改善」に関する
取り組みの動画（セミナー・成果報告会）は右のQRコードから視聴できます。
昨年度受講していない方はぜひ事前にご視聴ください。
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/syokuba_kaizensien/20220915.htmlからも視聴できます。）

（案）



処遇改善加算取得支援セミナーのご紹介

Ⅰ. 障害福祉分野における人材確保と生産性を巡る背景

Ⅱ. 処遇改善加算に関わる制度の基本

Ⅲ. 処遇改善加算取得の現況と
昨年度の取組を踏まえた今年度の個別支援の概要について

Ⅳ. 処遇改善加算計画策定の流れ

Ⅴ. 最後に

令和5年度第1回 処遇改善加算取得支援セミナー
～ 障害福祉分野における処遇改善加算の基本と経営への活用 ～

令和6年4月の「医療・介護・障害福祉のトリプル改定」に向けて、障害福祉サービス分野においても
職員給与の底上げだけではなく、プロフェッショナルとしての技術の向上、生産性の向上につながる真の職場改
善や人材育成に努めていかなければなりません。
今回の処遇改善加算取得支援セミナーでは、主に処遇改善加算未取得の事業所を対象に、処遇改善加

算の取得につながる基本的な情報を提供いたします。加えて、既に処遇改善加算を取得した事業所の方にも
活用いただけるよう、「加算の配分方法」「キャリアパスの整備」「処遇改善の実績」などの「事業所の経営」に
繋がるテーマも予定しております。

【 講師 】 株式会社シード・プランニング 平尾 雅司

職場の業務改善支援セミナーのご紹介
職場の業務改善支援セミナーは、主に宮城県内の障害福祉サービス事業所を対象に、「介護事業における

生産性向上に資するガイドライン」をベースにした、職場の業務改善の取り組みに関する情報提供を行います。
令和4年度に実施した業務改善への個別支援事業の成果を踏まえ、宮城県内の障害福祉サービス事業所

に即した内容にバージョンアップしております。
個別支援事業への申込を希望される方は、セミナー受講（オンライン視聴可）をお願いいたします。

Ⅰ. 業務改善でどのようなことができるのか?

Ⅱ. 生産性ガイドラインの解説と運営管理の基本

Ⅲ. 業務改善事例（ICTの活用含む）

Ⅳ. 組織マネジメント・人材育成 ～ 働きやすい職場づくりへの道

Ⅴ. 令和4年度個別支援事業の成果報告事例

【 講師 】 ウェル・ナビ株式会社 代表取締役 阿部 信子 氏

令和5年度第1回 職場の業務改善支援セミナー
～ 仕事の価値を高める‼ 環境変化に対応できる組織づくり ～



法人名 事業所名

所在地 〒

TEL メール

参加形式 □ 現地のみ参加 □ WEBのみ参加 □ 両方参加

参加セミナー □ 処遇改善加算取得支援のみ参加 □ 職場の業務改善支援のみ参加 □ 両方参加

参加申込について 【 申込期限:令和5年5月26日（金）】

■ チェックした参加形式の欄に必要事項をご記入ください ■

▼▼ 送付先FAX番号 ０３－３８３１－０４９５ ▼▼

• 参加申込はFAX、もしくは右のQRコードより申込が可能です。FAXの場合は以下の申込書に必要
事項をご記入のうえ、送付先FAX番号へお送りください。

• 現地会場参加は1事業所あたり各3名とさせていただきます。また、申込は先着順となります。
• Web参加にあたって、複数で申し込まれる場合はそれぞれ別のアドレスでお申し込みください。複

数を同一アドレスで申し込まれた場合、1名しか視聴できない可能性があります。

現地参加 ※ 1事業所あたり3名までとなります

氏名 ① 役職

参加
セミナー

□ 処遇改善 □ 業務改善

氏名 ② 役職 □ 処遇改善 □ 業務改善

氏名 ③ 役職 □ 処遇改善 □ 業務改善

WEB参加 ※ 複数申し込まれる場合は必ず別のアドレスでお申し込みください

氏名 ① 役職 メール①

氏名 ② 役職 メール②

氏名 ③ 役職 メール③

現地会場

トークネットホール仙台（仙台市民会館）
研修室5（2階）

【住 所】 宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1
【アクセス】 地下鉄南北線「勾当台公園」駅より徒歩約10分

地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩約10分
※ 駐車場は30台分ございます。（料金:100円 / 30分）

お車で来場される場合、駐車料金は自己負担となります。

事務局:株式会社シード・プランニング
担当 : 西田、新宅
TEL : 03-3835-9211

（平日 10:00～18:00）
Mail : syokubakaizen@seedplanning.co.jp
※ 本セミナーに関するお問い合わせは、基本的にメールで

お願いいたします。

セミナーに関するお問い合わせ

個人情報の取り扱いについて

本申込申請書に記載いただいた個人情報は、弊社から
の連絡等、本事業の管理事務のみに利用します。
その他の事業や目的に利用することはございません。



令和5年度障害福祉分野における人材確保のための職場改善支援等業務 (宮城県委託事業)

処遇改善加算取得支援のための
個別事業所支援のご案内

処遇改善加算を算定していない事業所や、より高い区分の加算を取得したい障害福祉サービス事業所等を対象に、専門家
が個別に加算取得に必要な項目に対し、具体的な実施内容に関するコンサルティングを行います。
個別支援を希望される事業所は、下記申込書にてお申込みください。なお、本事業で支援できる事業所数に限りがあるため、
申込のタイミングによっては個別支援を受けられない場合もございますので、希望される事業所は早めにお申し込みください。

【 実施概要 】

専門家を派遣して処遇改善加算の取得につながるよう、最大3回の面談で加算取得に必要な項目を整備し、処遇改善
加算の申請ができるように支援します。なお、個別支援は無料となっています。

令和4年度に実施した「処遇改善加算取得支援」に関する取り組みの動画（セミナー）は
右のQRコードから視聴できます。
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/syokuba_kaizensien/20220915.htmlからも視聴できます。）

【 具体的な実施の流れ 】 ※ 期間は2～3ヵ月程度を想定しています

初回
支援

現状確認とゴールの設定
• 取得を希望する加算の種類の確認。
• 法人の現状把握、今後取得にあたり整

備が必要となる項目の整理。
• サンプル資料（様式集）の説明。

フォロー

加算算定に必要な項目の整備
• 処遇改善加算取得の場合、キャリアパス

や研修計画に関する説明を実施。
• 加算の見込額を踏まえた配分金額・配

分計画案の説明。

第2回
支援

フォロー

第3回
支援

申請様式の記載内容説明
• 事業所側が作成したキャリアパスや加算

の配分計画案の確認、アドバイス。
• 申請書類の記載例をもとに記載方法の

説明実施。

• 加算配分シミュレーション案の作成。

• キャリアパスや研修計画へのアドバイス。
• 加算配分方法へのアドバイス。

実施概要 昨年度実施事業所の具体的取り組み

• 加算見込額の算出。

第１回支援
• 加算未取得。希望する加算の確認（処遇改

善加算Ⅰ、ベースアップ支援加算）
• 現状の確認（実施事業、職員数、現状の賃

金制度等）

第2回支援
• キャリアパス、職位・職責や任用要件に関する

意見交換。
• 処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の配

分案に関する意見交換。

第3回支援
• 作成したキャリアパスおよび加算の配分案に関

するアドバイス。
• 申請書の記載方法の説明。職場環境要件等

の確認。

フォロー • 申請様式記載内容の確認。 • 申請様式内容の記載・確認。
• 指定権者への提出（加算を取得）

• キャリアパス案の作成。
• 加算の配分案の作成。



▼▼ 送付先FAX番号 03-3831-0495 ▼▼

 本事業の支援実施期間は令和5年5月～令和6年1月となります。
 申込が予定事業数に達した場合、調整のご連絡を行うことがございます。また、同一法人別事業所で申し込まれた場合、1ヵ所にまとめ

ての実施をお願いすることがございます。
 加算取得の申請自体は事業者側で行っていただきます。申請書類の作成・申請代行等には対応できかねます。ご了承ください。

申 込 書
法人名 事業所名

所在地 〒

TEL メール

担当者名 役職

■ 申込にあたり、以下のアンケートにお答えください（当てはまるものにチェックしてください）

現在取得している
処遇改善加算等

□ 何も取っていない
□ 処遇改善加算Ⅰ □ 処遇改善加算Ⅱ □ 処遇改善加算Ⅲ
□ 特定処遇改善加算Ⅰ □ 特定処遇改善加算Ⅱ □ ベースアップ等支援加算

取得を希望する
処遇改善加算

□ 処遇改善加算Ⅰ □ 処遇改善加算Ⅱ □ 処遇改善加算Ⅲ
□ 特定処遇改善加算Ⅰ □ 特定処遇改善加算Ⅱ □ ベースアップ等支援加算

事業に関するお問合せ先について 個人情報の取り扱いについて
株式会社シード・プランニング 担当 西田、新宅
【 TEL 】 03-3835-9211（平日 10:00～18:00）
【 Mail 】 syokubakaizen@seedplanning.co.jp

本申込書に記載いただいた個人情報は、弊社からの連絡
等、本事業の管理事務のみに利用します。
その他の事業や目的に利用することはございません。

【 サンプル資料（様式集） 】

【 対象となる事業所 】

宮城県内に所在する障害福祉サービス事業所のうち、以下の要件を満たすことができる事業所となります。

3回の支援で申請する状態にまで達すること。途中で取り組みを中止しないこと。
（結果的に法人内で検討した結果、申請しないという判断をすることは可能です）

処遇改善加算を未取得、もしくはまだ上位の加算を取得できる余地のある事業所。
（既に処遇改善加算Ⅰおよび特定処遇改善加算を取得している事業所は対象外となります）

処遇改善加算の取得に必要となるキャリアパスや研修計画、加算を実際に配分する際に、いくらの加算見込額が入り、各
人にいくら配分するか算定を行うシミュレーションソフト等、実際の加算取得にあたり必要となる作業を省力化するための各
種ツールを支援事業所に無料配布します。

処遇改善加算 配分シミュレーションソフト 加算取得マニュアル



令和5年度障害福祉分野における人材確保のための職場改善支援等業務 (宮城県委託事業)

職場の業務改善のための
個別事業所支援のご案内

障害福祉サービス事業所等を対象に、「5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の視点での環境整備」や、「基本業務の流れ
（マスターライン）の整理」、「気づきシートを用いた課題の整理・共有」など、職場の業務を整理し、見直す取り組みの第一歩
を専門家が事業所に訪問のうえ、具体的な改善活動に関するコンサルティングを行います。

【 実施概要 】

専門家を派遣して業務の効率化、職場環境の改善の取り組みを最大3回の支援で受けることができます。令和4年度は
法人形態や事業内容、規模等関係なく多種多様な障害福祉サービス事業所が業務改善にチャレンジしました。
なお、個別支援は無料となっています。

【 具体的な実施の流れ 】 ※ 期間は最⾧3ヵ月程度の短期集中型で実施します

令和4年度に実施した「職場の業務改善」に関する取り組みの動画（セミナー・成果報告会）は
右のQRコードから視聴できます。
（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/syokuba_kaizensien/20220915.htmlからも視聴できます。）

オリエン
テーション

事業の進め方説明・事前の準備依頼
• 今後3回の取り組みの進め方、3M・5S

の考え方の説明。
• 「気づきシート」や「業務時間調査」、「環

境整備」のテンプレートを配布。

初回
支援

課題の整理、今後の目標設定
• 気づきシートをもとに因果関係図を作成、

今後取り組むべき課題を整理。
• 希望テーマに対して、今後の改善活動に

関するアドバイスを実施。

WEB
フォロー

課題解決策の試行
• 各事業所が具体的な取り組みを実施。
• コンサルタントから適宜フィードバック。
• 改善策の試行をPDCAサイクルにて実施。

継続的に改善を行う。

第2回
支援

WEB
フォロー

第3回
支援

取り組みの評価
• 取り組みによる変化の把握、成果物を確

認する。
• 次年度以降も継続して取り組むべき課

題の設定、計画作成を行う。

• WEBでの面談実施。
• テーマ別ミニ講習会の開催。

• WEBでの面談実施。
• テーマ別ミニ講習会の開催。

実施概要 昨年度実施事業所の具体的取り組み

事前準備
• 職員への説明会の実施。
• 気づきシートの配布・回収。
• 業務時間調査の実施。

ミニ講習会
「業務のマスターライン作成に関する講習」

第１回支援
• 気づきシートをもとにした因果関係図の作成。
• 業務時間調査の結果集計。
• 希望テーマ（担当者の口頭説明からの脱

却）として手順書の作成。

第2回支援
• 業務時間調査の分析、内容確認。
• 手順書内容の確認（4種類）
• 職場の改善事項の確認。

第3回支援
• 曜日ごとのマスターラインの作成。
• 追加作成した手順書内容の確認。
• 利用者の生活状況一覧の作成と申し送り時

の予定確認の徹底。



▼▼ 送付先FAX番号 03-3831-0495 ▼▼

 本事業の支援実施期間は令和5年5月～令和6年1月となります。
 本事業の個別支援を受けた事業所様には、本年度以降セミナー等で取り組み内容に関する発表等、様々なご協力をお願いすることがご

ざいます。ご了承のうえお申し込みください。

申 込 書
法人名 事業所名

所在地 〒

TEL メール

担当者名 役職

■ 申込にあたり、以下のアンケートにお答えください（当てはまるものにチェックしてください）

業務改善・生産性
向上に関する取り組み

□ 現在具体的な取組みをしている □ 過去に取組んだことがある
□ 課題を決めて取組みを計画している □ 取組みを検討しているが課題は決めていない
□ 業務改善に関心はあるがどのように取組むかどうかは決めていない

介護分野における
生産性向上ガイドライン □ 活用している □ 知っているが活用はできていない □ 知らない

改善に取組みたい分野 □ 職場環境の整備 □ 業務と役割分担の整理 □ 手順書の整備
□ 記録・報告の工夫 □ 情報共有の工夫 □ 決めていない

事業に関するお問合せ先について 個人情報の取り扱いについて
株式会社シード・プランニング 担当 西田、新宅
【 TEL 】 03-3835-9211（平日 10:00～18:00）
【 Mail 】 syokubakaizen@seedplanning.co.jp

本申込書に記載いただいた個人情報は、弊社からの連絡
等、本事業の管理事務のみに利用します。
その他の事業や目的に利用することはございません。

【 取組の具体的な成果例 】

3ヵ月という短期間に集中的な取り組みを行うことで、業務改善の意識を職員に定着させることができます。
小さなことでも成功体験を得ることで、職員の達成感や組織が変わる実感を掴むことができます。
期間内に複数の具体的な改善成果を積み重ね、支援期間後の自発的・継続的な取組みにつなげます。

00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50
早番1 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 PC PC その他 申し送り 申し送り 巡回 整容 巡回 巡回 掃除 掃除 掃除 その他 その他 その他 職員 職員 書類 外部 外部 書類 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 職員 巡回 巡回 掃除 掃除 職員 ケース ケース ケース PC PC PC
早番2 食事 食事 処置 処置 服薬 食事 食事 食事 食事 PC PC その他 申し送り 申し送り 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 書類 書類 その他 その他 その他 その他 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 PC PC 職員 ケース ケース ケース 書類 書類 書類
日勤１ 申し送り 申し送り 整容 外部 巡回 巡回 巡回 巡回 巡回 外部 その他 その他 職員 職員 相談 相談 相談 その他 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 職員 巡回 巡回 巡回 PC 職員 ケース ケース ケース 通院 通院 通院
日勤２ 申し送り 申し送り 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 書類 書類 PC PC PC その他 その他 その他 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 職員 ケース ケース ケース PC PC PC
パート 申し送り 申し送り 巡回 整容 巡回 掃除 掃除 掃除 その他 その他 その他 その他 職員 職員 相談 相談 相談 書類 書類 書類 書類 掃除 掃除 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 職員 ケース ケース ケース 掃除 掃除 掃除
パート２ 申し送り 申し送り 巡回 巡回 巡回 掃除 掃除 掃除 掃除 その他 その他 掃除 職員 職員 相談 相談 相談 食事 食事 食事 食事 掃除 掃除 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 職員 ケース ケース ケース 掃除 掃除 掃除
パート３ 申し送り 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 食事 職員

１２時 １３時 １４時１１時
月・水・金

7時 ８時 ９時 １０時

成果:業務時間調査を実施し、時間帯ごとの業務と役割分担を明確にした基本業務の流れを作ります。

成果: 5Sによる環境整備（置き場所を明確する、パソコン内のファイルも５Ｓで情報整理）

BEFORE
在庫が乱雑に
入っている

棚を作り、在庫管理
がしやすくなる

AFTER

【 対象となる事業所 】

宮城県内に所在する障害福祉事業所のうち、以下の要件を満たすことができる事業所となります。

3回の業務改善をやり切ることができること。途中で取り組みを中止しないこと。
WEB会議システム（ZOOM、TEAMS、Google Meet等）を使用可能なこと。
本年度以降セミナー等で取り組み内容に関する発表等、本事業に関する取り組みに協力が可能なこと。



資料④ 
 

IT市場での精神障害者等就労促進事業

について 



ＩＴ市場での精神障害者等就労促進事業
宮城県は，日本財団と連携し，県内唯一の共同受注窓口「みやぎセルプ協働受注センター」に事業費を補助（みやぎセルプは，

障害者特化型BPO企業・在宅就業支援団体である「VALT JAPAN」と連携）し，特に精神障害者の障害特性に適応しやすいＩＴ関連業
務の受注開拓，就労継続支援事業所の利用者及び在宅就業者へ業務提供と業務サポートを実施することで，就労機会創出を図るプ
ロジェクトを実施します。

宮城県

みやぎセルプ協働受注ｾﾝﾀｰ

民間企業等
（県内外）

支援 ②案件発注

③業務依頼 ④業務完了 ⑤納品

× 障害者特化型BPO企業
ヴァルトジャパン

進捗管理
全体サポート

事業所へ業務配分
マニュアル提供・助言 業務獲得の

マネジメント

①営業

案件例
領収書・名刺･レシート等の紙情報のPCで行うデータ入力，文字起こし入力，EC販売商品登録，
画像・動画加工，アンケート結果入力，サイトパトロール etc．

事業スキーム

BPO活用工賃向上
モデル事業
（R3～R4）

IT市場での
精神障害者等就労

促進事業
（R5～R7）

続・プロジェクトのポイント
 IT関連業務を重点的に受注獲得
 在宅就業希望者（就労継続支援事業所の在宅利用者，在宅就業を希望する障害

者・ひきこもりの方・就労困難者等の個人）をプロジェクトメンバーに追加

IT

その他
ホテル・オフィス・アパート等の清掃業務，除草業務，倉庫内仕分け作業，シール貼り，
印刷業務，食品袋詰め，箱折，検品作業 etc.

補助金活用・ICT導入
￬

ＩＴ関連業務受注



 

障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１ 県は、物価高騰等に直面する障害福祉施設の運営費を抑制することにより、環境リス

クへの対応力強化を図り、もって安定的な介護サービスの提供を目的とし、省エネルギー

設備及びＩＣＴ設備等の導入に要する経費について、当該事業を行う者に対し、予算の範

囲内において、障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭

和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

 

（補助対象等） 

第２ 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び補助対象経費は別表１のと

おりとし、補助対象事業所、補助率、補助基準額及び補助額は別表２のとおりとする。 

 

（交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるものと

し、提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１） 事業計画書（別紙１） 

（２） 収支予算書 

（３） 納税証明書（県税） 

（４） 暴力団排除に関する誓約書 

（５） その他知事が必要と認める書類等 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請することができない。 

 （１） 暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団

員等 

 （２） 県税に未納がある者 

４ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警本部

長宛て照会することができる。 

 

（交付の条件） 

第４ 規則第５条の規定による交付の条件は、次のとおりとする。 

（１） 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、規則、要綱、補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に従い、 善良なる管理者の注意をもって補助事

業を行うこと。 

（２） 補助事業者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場

合には、あらかじめ、様式第２号による申請書を知事に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。ただし、次に掲げる変更についてはこの限りでない。 

イ 補助事業の目的や効果に影響しない範囲での仕様等の変更 

ロ 補助対象経費の総額の２０％以内の減少 

ハ 補助事業に要する経費の配分の２０％以内の変更 

ニ その他知事が必要と認めるとき。 

（３） 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、様式第３号に

よる申請書を知事に提出し、その承認を受けること。 



 

 

（４） 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しないことが明らかになった場合は、速

やかに、様式第４号による報告書を知事に提出し、その指示を受けること。 

（５） 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産

等」という。）については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る

台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分（補助金

の交付の目的に反して、転用、譲渡、交換、貸付、取壊し、廃棄又は担保等に供する

ことをいう。以下同じ。）しようとする場合には、あらかじめ、知事の承認を受ける

こと。 

 

（交付決定後の報告等） 

第５ 知事は、規則第１０条の規定による報告を必要に応じて求めることができるものとす

る。 

 

（実績報告） 

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第５号によるも

のとし、提出期限は、規則第１２条第２項ただし書の規定により、知事が別に定める日と

する。  

２ 前項の補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１） 事業実績書（別紙２） 

（２） 収支決算書 

（３） その他知事が必要と認める書類等 

３ 補助事業者は、やむを得ない理由により年度内に事業を完了することができない場合

は、速やかに、知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 

（補助金の交付方法） 

第７ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただ

し、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができ

るものとし、その請求書の様式は、様式第６号によるものとする。 

 

（補助金の取消し等） 

第８ 規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が、補助金の他の

用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付し

た条件その他この要綱又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことがある。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用するこ

とがある。 

 

（補助金の返還） 

第９ 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、規則第１７条第１項の規定により、期限を定

めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 補助金の額を確定した後に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限

を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

 



 

 

（取得財産等の管理） 

第１０ 補助事業者は、取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）

の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従っ

てその適正な運用を図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第１１ 補助事業者は、取得財産等の法定耐用年数の期間内において、当該取得財産等を処

分しようとするときは、あらかじめ、様式第７号による申請書を知事に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 前項の取得財産等のうち、処分を制限する財産は、１件当たりの取得価格又は効用の増

加額が５０万円以上であるものとする。 

３ 知事は、第１項の規定により取得財産等の処分を承認した場合において、当該補助事業

者に対して、交付した補助金の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

 （交付決定前着手） 

第１２ 補助事業は、交付決定後に着手するものとする。ただし、交付決定前に着手する必

要がある場合にあっては、あらかじめ、様式第８号による交付決定前事前着手届を知事に

提出するものとする。 

 

（書類の提出部数） 

第１３ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、各１部とする。 

 

 （関係書類の保管等） 

第１４ 補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補 

助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の 

属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、取得財産のうち、１件当 

たりの取得価格又は効用の増加額が５０万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、 

当該財産の財産処分が完了する日、又は法定耐用年数を経過する日のいずれか遅い日まで保管 

しておかなければならない。 

 

 （その他必要な事項） 

第１５ 補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年７月１４日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年１２月１４日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年３月３１日から施行し、令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該

補助金にも適用するものとする。 

附 則 

１ この要綱は，令和５年４月２１日から施行し，令和４年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該



 

 

補助金にも適用するものとする。 



 

 

 

別表１ 

事業 

区分 
事 業 内 容 

補助対 

象経費 
説 明 

（１） 

省エネ

ルギー

設備等

導入支

援事業 

 「高効率空調機器・給湯器・照明機器

等の省エネルギー設備を導入し、従来の

エネルギー使用量を抑制する」、又は、

「自家消費型太陽光発電設備（蓄電池併

用含む）を導入し、自らがグリーン電力

を作り出せる体制を整備する」ことで、

施設運営上のエネルギーコストの削減

を図るもの。 

委託料 機器等の設計費等 

工事費 
配管、配電等の工事に必要な経

費 

備品購入費 
機器等の購入、既存設備の撤去

等に必要な経費 

その他経費 
上記のほか、事業実施に必要と

知事が認める経費 

（２） 

ＩＣＴ

設備等

導入支

援事業 

ＩＣＴ設備等を導入することで、施設

運営の業務効率化や生産性向上を図り、

労働時間の削減により手当等人件費の

コスト削減を図るもの、又は、就労継続

支援事業所における生産活動の事業コ

ストの抑制や生産活動機会を確保し、障

害者の工賃・賃金確保を図るもの。 

報償費 導入研修会の講師への謝礼等 

旅費 
導入研修会の講師の電車賃、タ

クシー代、宿泊料等 

役務費 
機器等の初期設定等に必要な経

費 

委託料 
事業計画の向上に係る取組支援

等に必要な経費 

使用料及び

賃借料 

ソフトウェア利用等に必要な経

費 

工事費 配電等の工事に必要な経費 

備品購入費 機器等の購入等に必要な経費 

その他経費 
上記のほか、事業実施に必要と

知事が認める経費 

注１）補助対象経費は事業に直接必要なものに限り、消費税及び地方消費税を含めない。 

注２）他の補助金等を受けて事業を実施する場合、当該他の補助金等の補助対象となる経費

は、本補助事業の対象としない。 

  



 

 

 

別表２ 

事業 

区分 

対象サービス 

種別 
補助率 補助基準額 補助額 

（１） 

省エネ

ルギー

設備等

導入支

援事業 

通所系 

１０／１０ 

１法人あたり 

10，000 千円 

 

１施設・事業所あたり 

10，000 千円 

補助基準額と補助対象

経費の実支出額から寄付

金その他の収入額（社会福

祉法人の場合は、寄付金収

入額を除く。）を控除した

額を比較して少ない方の

額を選定し、その額に補助

率を乗じて得た額の範囲

内の額を交付額とする。 

なお、算出した額に千円

未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるも

のとする。 

短期入所 

入所・居住系 

（２） 

ＩＣＴ

設備等

導入支

援事業 

通所系 １法人あたり 

4，000 千円 

 

１施設・事業所あたり 

1，000 千円 

短期入所 

入所・居住系 

訪問系 

相談系 

注１）事業区分（１）のうち、令和５年３月末日において既に交付決定を受けている事業は

令和３年１０月１日時点、令和５年４月１日以降に交付決定を受ける事業は令和４年１０

月１日時点で、宮城県内において対象サービス種別に掲げる事業を行う障害福祉施設を本

補助事業の対象とする。 

注２）事業区分（１）は交付申請時点で、補助事業実施前の消費エネルギー量と実施後の見

込消費エネルギー量を比較し、６か月で１割以上の削減を行う計画を本補助事業の対象と

する。 

注３）事業区分（２）は交付申請時点で、宮城県内において対象サービス種別に掲げる事業

を行う障害福祉施設を本補助事業の対象とする。 

注４）公立施設における事業は、本補助事業の対象としない。 

 

通 所 系 ･･･ 「療養介護」、「生活介護」、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継続支援」、 

「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」をいう。 

 

入所・居住系 ･･･ 「施設入所支援」、「共同生活援助」、「障害児入所施設」をいう。 

 

訪 問 系 ･･･ 「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「就労定着支援」、 

「自立生活援助」、「居宅訪問型児童発達支援」、「保育所等訪問支援」をいう。 

 

相 談 系 ･･･ 「相談支援」、「障害児相談支援」をいう。 



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

補助金申請額 金 円

１　申請区分

２　事業計画書（別紙１のとおり）

３　収支予算書

日 付

法人本店所在地

法 人 名

代 表 者 氏 名

 ① 省エネルギー設備等導入支援事業

 ② ＩＣＴ設備等導入支援事業

様式第１号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊 急 対 策 投 資 促 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書

　補助金等交付規則第３条の規定により、障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進
事業補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します。

記

番 号



別紙１－１

１．経費計画

２．事業計画

（１）事業概要

※　申請者以外が所有者の場合、確約書等を添付

※　直近６か月の実績を基準に記載

（２）事業期間

年 月 日

年 月 日

年 月 日

（３）その他事項

支 払 年 月 日
（補助事業の完了予定日）

メールアドレス
(代表アドレス)

メールアドレス
(個人アドレス)

障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業（省エネルギー設備等導入支援事業）事業計画書

施設概要

事業所所在地 〒

法人名称

事業所名称

（実績ありの場合）

人

役職名 所属部署名

■法人担当者

担当者氏名 氏名フリガナ

補助実績

電話番号

省エネルギー効果等

エネルギーの減少量

補助額

通知送付先（上記以外への送付を希望する場合のみ記載）

〒事業所所在地

契 約 年 月 日

導 入 年 月 日

円 円補助基本額

・その他知事が必要と認める書類

・新設備の事業所内の配置図、システム図、旧設備の撤去範囲と新設備の位置関係図

・事業費内訳書（見積書）

提供サービス 定員

添付書類

申請者と土地所有者との関係 申請者と建物所有者との関係

事業計画

整備内容

補助対象経費の実支出額

円



別紙１－２

１．経費計画

２．事業計画

（１）事業概要

（複数選択可）

（特に該当するもの１つ）

◇業務効率化・生産性向上

ＩＣＴ導入前の業務時間内訳

ＩＣＴ導入後の想定業務時間内訳

◇生産活動改善（就労継続支援事業所）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（２）事業期間

年 月 日

年 月 日

年 月 日

（３）その他事項

生産活動収入 生産活動支出(工賃･賃金) 生産活動支出(その他)

１人あたり業務時間
（C／業務従事者数）

業務内容 業務従事者数
発生件数 B.１件あたりの

平均処理時間
年間業務時間
C（A×B）

１人あたり業務時間
（C／業務従事者数）月 A.年間発生件数

0 件 0 件 0 分 0 時間

発生件数 B.１件あたりの
平均処理時間

障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業（ＩＣＴ設備等導入支援事業）事業計画書

施設概要

法人名称

事業所名称

役職名 所属部署名

メールアドレス
(代表アドレス)

メールアドレス
(個人アドレス)

事業所所在地 〒

提供サービス

補助実績

事業所所在地 〒

ＩＣＴ導入効果等

事業内容

業務効率化・生産性向上 生産活動改善（就労継続支援事業所）

分野

タブレット

業務支援ソフト モニター

その他（　　　　　　　　）介護支援ロボット

記録の電子化に係る取組 テレワーク及びリモート会議に係る取組

Wi-Fi設備

Wi-Fi環境設備に係る取組 健康管理に係る取組（新型コロナ対策含む）

パソコン

補助額 円

ロボット技術による負担軽減に係る取組 その他（　　　　　　　　）

スマートフォン

年間業務時間
C（A×B）

#DIV/0!

0 件 #DIV/0!

#DIV/0!

0 時間

0 時間

月
業務内容 業務従事者数

A.年間発生件数

補助基本額 円

0 件

■法人担当者

担当者氏名 氏名フリガナ

補助年度

通知送付先（上記以外への送付を希望する場合のみ記載）

定員 人

デジタルインカム

電話番号

0 件 0 時間

ＩＣＴ導入前

ＩＣＴ導入後(想定)

確保される生産活動収支 0 0 0

主な導入機器

事業計画

補助対象経費の実支出額 円

添付書類

・その他知事が必要と認める書類

・機器の仕様書（カタログ等） ・事業費内訳書（見積書）

#DIV/0!0 件 0 時間

年間業務時間数想定削減率（％） #DIV/0!

#DIV/0!

0 件 0 件 0 分 0 時間 #DIV/0!

契 約 年 月 日

導 入 年 月 日

支 払 年 月 日
（補助事業の完了予定日）



１　収入関係
（単位：円）

区分 調達先 金額 備考

補助金

自己資金

金融機関借入

その他

総事業費

２　支出関係
（単位：円）

区分
補助事業に
要する経費

補助対象経費 補助金交付申請額 備考

その他経費

合計

消費税

総計

　※　事業費に関しては、原則２社以上の相見積もりを行い、申請書に添付すること。

収支予算書



誓 約 書 
 

当法人は，下記１及び２のいずれにも該当せず，将来においても該当しないことを誓約しま

す。 

この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることとなっても，

異議は一切申し立てません。  

また，貴職において必要と判断した場合に，別紙「役員等名簿」により提出する当方の個人

情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記  

 

１ 補助業事者として不適当な者  

（１） 暴力団（暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同条例第２条第４号に規定する暴力団員等を

いう。以下同じ。）であるとき 

（２） 事業者（暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）第２条第７号に規定する事

業者をいう。以下同じ。）の役員等（個人である場合はその者，法人その他の団体である場

合は役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，当該団体に対し業務を執行する

社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。 )をいう。以下同じ。）が自己，自法人若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどして

いるとき 

（３）  事業者の役員等が，暴力団又は暴力団員等に対して，資金等を供給し，又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与してい

るとき 

（４） 事業者の役員等が，暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用

するなどしているとき 

（５） 事業者の役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有して

いるとき 

 

２ 補助事業者として不適当な行為をする者  

（１） 暴力的な要求行為を行う者  

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者  

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為を行う者  

（４） 偽計又は威力を用いて補助事業を担当する県職員等の業務を妨害する行為を行う者  

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者  

 

宮城県知事          殿  

 

  年   月   日  

 

住所（又は所在地）  

 

法人名及び代表者名  

 

※ 添付書類：役員等名簿  



別紙「役員等名簿」

性別(半角)

元号
（M・T・S・H）

年 月 日 M･F

例 ﾐﾔｷﾞ　ﾀﾛｳ 宮城　太郎 S 47 11 11 M ㈱○○○○ 仙台市○○○○1-1-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

　　　　　　　　　(M：明治　T：大正　S：昭和　H：平成） （M：男性　F：女性）

法　人 名

担当者　役職・氏名

電 話 番 号

事業所所在地
生年月日（半角）

人数 ｼﾒｲ(半角ｶﾅ） 氏名（全角漢字） 法人名

提出先：障害福祉課
施設支援班



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

１　変更の理由

２　変更の内容

記

様式第２号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊 急 対 策 投 資 促 進 事 業 変 更 承 認 申 請 書

番 号

日 付

法人本店所在地

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　年　月　日付け宮城県（障）指令第　　号で交付決定の通知のありました障害福祉施設
の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業について、事業の内容を下記のとおり変更したい
ので、承認されるよう関係書類を添えて申請します。



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

１　中止（廃止）の理由

２　中止の期間

記

様式第３号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊 急 対 策 投 資 促 進 事 業 中 止 （ 廃 止 ） 承 認 申 請 書

番 号

日 付

法人本店所在地

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　年　月　日付け宮城県（障）指令第　　号で交付決定の通知のありました障害福祉施設
の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業について、下記のとおり事業を中止（廃止）した
いので、承認されるよう関係書類を添えて申請します。



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

１　事業の概要

２　補助事業の進捗状況

３　補助事業に要した経費

４　遅延又は困難な理由及び原因

５　今後の措置

６　補助事業の遂行及び完了の予定

（注）遅延又は困難の理由を立証する書類を添付すること。

記

様式第４号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊 急 対 策 投 資 促 進 事 業 遅 延 等 報 告 書

番 号

日 付

法人本店所在地

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　年　月　日付け宮城県（障）指令第　　号で交付決定の通知のありました障害福祉施設の
原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業について、下記のとおり報告します。



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

実績報告額 金 円

１　申請区分

２　事業実績書（別紙２のとおり）

３　収支決算書

様式第５号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊 急 対 策 投 資 促 進 事 業 実 績 報 告 書

番 号

日 付

法人本店所在地

 ① 省エネルギー設備等導入支援事業

 ② ＩＣＴ設備等導入支援事業

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　年　月　日付け宮城県（障）指令第　　号で交付決定の通知のありました障害福祉施設
の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業について、下記のとおり実施しましたので、補助
金等交付規則第１２条の規定により、関係書類を添えて報告します。

記



別紙２－１

１．経費実績

２．事業実績

（１）事業概要

（２）事業期間

年 月 日

年 月 日

年 月 日

（３）その他事項

支 払 年 月 日
（ 補 助 事 業の 完了 日）

事業所所在地 〒

提供サービス 定員 人

障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業（省エネルギー設備等導入支援事業）事業実績書

施設概要

法人名称

事業所名称

■法人担当者

担当者氏名 氏名フリガナ

電話番号

役職名 所属部署名

メールアドレス
(代表アドレス)

メールアドレス
(個人アドレス)

事業実績

補助対象経費の実支出額 円 補助基本額 円

添付資料

補助額 円

整備内容

省エネルギー効果等

エネルギーの減少量

契 約 年 月 日

導 入 年 月 日

　支払い（領収書、払込金受取書等）に係る証憑類の写し

・施工前と施工中及び施工完了の写真 ・導入した機器一覧と仕様 ・配置図

・その他知事が必要と認める書類

・補助事業の見積（見積書）、契約（契約書、注文書・注文請書等）、検収（検収結果通知書等）、請求（請求書等）、



別紙２－２

１．経費実績

２．事業実績

（１）事業概要

（複数選択可）

（特に該当するもの１つ）

◇業務効率化・生産性向上

ＩＣＴ導入前の業務時間内訳

ＩＣＴ導入後の業務時間内訳

◇生産活動改善（就労継続支援事業所）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（２）事業期間

年 月 日

年 月 日

年 月 日

（３）その他事項

支 払 年 月 日
（ 補 助 事 業 の 完了 日）

■法人担当者

担当者氏名 氏名フリガナ

役職名

事業実績

補助対象経費の実支出額 円 補助基本額

メールアドレス
(代表アドレス)

メールアドレス
(個人アドレス)

電話番号

障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業（ＩＣＴ設備等導入支援事業）事業実績書

施設概要

法人名称

事業所名称

所属部署名

事業所所在地 〒

提供サービス 定員 人

主な導入機器

パソコン スマートフォン タブレット
デジタルインカム 業務支援ソフト モニター

円

補助額 円

事業内容

業務効率化・生産性向上 生産活動改善（就労継続支援事業所）

ＩＣＴ導入効果等

業務内容 業務従事者数
発生件数 B.１件あたりの

平均処理時間

Wi-Fi設備

分野

記録の電子化に係る取組 テレワーク及びリモート会議に係る取組
Wi-Fi環境設備に係る取組 健康管理に係る取組（新型コロナ対策含む）

その他（　　　　　　　　）介護支援ロボット

ロボット技術による負担軽減に係る取組 その他（　　　　　　　　）

#DIV/0!

年間業務時間
C（A×B）

１人あたり業務時間
（C／業務従事者数）月 A.年間発生件数

0 件 0 時間

業務内容 業務従事者数
発生件数 B.１件あたりの

平均処理時間
年間業務時間
C（A×B）

１人あたり業務時間
（C／業務従事者数）月 A.年間発生件数

#DIV/0!

0 件 0 件 0 分 0 時間 #DIV/0!

0 件 0 時間

#DIV/0!0 件 0 時間

添付資料

・補助事業の見積（見積書）、契約（契約書、注文書・注文請書等）、検収（検収結果通知書等）、請求（請求書等）、

生産活動収入 生産活動支出(工賃･賃金) 生産活動支出(その他)

ＩＣＴ導入前

ＩＣＴ導入後

確保される生産活動収支 0 0

契 約 年 月 日

　支払い（領収書、払込金受取書等）に係る証憑類の写し

・その他知事が必要と認める書類

年間業務時間数削減率（％） #DIV/0!

#DIV/0!

0 件 0 件 0 分 0 時間 #DIV/0!

0 件 0 時間

0

導 入 年 月 日



１　収入関係
（単位：円）

区分 調達先 金額 備考

補助金

自己資金

金融機関借入

その他

総事業費

２　支出関係
（単位：円）

区分
補助事業に
要した経費

補助対象経費 補助金交付申請額 備考

その他経費

合計

消費税

総計

　※　事業費に関しては、内訳が確認できるものを報告書に添付すること。

収支決算書



振替依頼者

住所　　

法人名

代表者名

電話番号

宮城県知事　　　　　　　　　殿

金融機関名 種別

（フリガナ）　　　　　　　　　　　　

※　記入した口座の通帳写し(銀行・支店・口座番号・名義が記載されているページ)を添付

口座振替依頼書

口座番号 口座名義人

記

　私に支払われる障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業補助金に
ついて、下記口座へ振り込まれるよう願います。

　　　　年　　月　　日　



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

１　補助金交付決定額

２　概算受領額

３　今回請求額

４　残額

５　概算払が必要な理由

記

様式第６号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊 急 対 策 投 資 促 進 事 業 補 助 金 概 算 払 請 求 書

番 号

日 付

法人本店所在地

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　年　月　日付け宮城県（障）指令第　　号で交付決定の通知のありました障害福祉施設
の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業補助金について、下記のとおり概算払によって交
付されるよう請求します。



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

１　取得財産の名称及び取得年月日

２　取得価格及び時価

３　処分の方法（売却の場合は、売却先及び売却価格を記載すること。）

４　処分の理由

記

様式第７号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊 急 対 策 投 資 促 進 事 業 財 産 処 分 承 認 申 請 書

番 号

日 付

法人本店所在地

法 人 名

代 表 者 氏 名

　　　　年　月　日付け宮城県（障）指令第　　号で交付決定の通知のありました障害福祉施設
の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業により取得した財産を下記のとおり処分したいの
で、承認されるよう申請します。



　宮城県知事　　　　　　　　　殿

申 請 者

１　申請区分

２　事業計画書（別紙１のとおり）

３　交付決定前に着手する理由

法人本店所在地

法 人 名

様式第８号

年 度 障 害 福 祉 施 設 の 原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等
緊急対策投資促進事業補助金交付決定前事前着手届

番 号

日 付

代 表 者 氏 名

　下記事業について、　　　年　　月　　日から着手したいので、障害福祉施設の原油価格・物
価高騰等緊急対策投資促進事業補助金交付要綱第１２の規定により届け出ます。
　なお、交付決定前に着手する事業に関しては、補助金が交付されないこととなっても異議はあ
りません。

 ① 省エネルギー設備等導入支援事業

 ② ＩＣＴ設備等導入支援事業

記



（参考）省エネルギー設備

①令和４年１０月から令和５年３月までのエネルギー使用量（実績）

昼間 夜間
L L L L L m3 m3 m3

令和 4 10

令和 4 11

令和 4 12

令和 5 1

令和 5 2

令和 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

②設備導入後のエネルギー使用量（①と同時期で想定）

昼間 夜間
L L L L L m3 m3 m3

令和 4 10

令和 4 11

令和 4 12

令和 5 1

令和 5 2

令和 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

③想定される省エネルギー効果

昼間 夜間
L L L L L m3 m3 m3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エネルギー削減量

エネルギー種別

年 月

合　計

A重油 B・C重油
液化

石油ガス（LPG）

天然ガス
（液化天然ガス

を除く）
都市ガス

kWh

B・C重油
液化

石油ガス（LPG）

天然ガス
（液化天然ガス

を除く）
都市ガス

kWh

A重油

買電
（自家発電分を除く）

ガソリン
（車両用を除く）

灯油
軽油

（車両用を除
く）

買電
（自家発電分を除く）

ガソリン
（車両用を除く）

灯油
軽油

（車両用を除
く）

液化
石油ガス（LPG）

天然ガス
（液化天然ガス

を除く）
都市ガス

kWh

A重油
買電

（自家発電分を除く） ガソリン
（車両用を除く）

灯油
軽油

（車両用を除
く）

B・C重油

元号 年 月

合　計

元号



補助事業前 補助事業後（見込）

A
対象設備等の発熱量
（GJ/６ヶ月） 0.000 0.000

B 0.0000
C

D #DIV/0!
E #DIV/0!

＜計算式等＞
A＝別シートから自動的に転記。
B＝補助事業前のA－補助事業後（見込）のA
C＝手入力
D＝B÷A（補助事業前）
E＝B÷補助対象経費

参
考

施設の建築時期

その他

省エネルギー設備導入における省エネルギー効果

発熱削減量（GJ/６ヶ月）

補助対象経費

費用対効果（GJ/千円 ・６ヶ月）

既存設備等の導入時期

消費エネルギー削減率



電気及び燃料種別
昼間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.97 GJ/千KWh 0.00 GJ
夜間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.28 GJ/千KWh 0.00 GJ

ガソリン 0.0 kL 34.6 GJ/kL 0.00 GJ
灯油 0.0 kL 36.7 GJ/kL 0.00 GJ
軽油 0.0 kL 37.7 GJ/kL 0.00 GJ

A重油 0.0 kL 39.1 GJ/kL 0.00 GJ
B・C重油 0.0 kL 41.9 GJ/kL 0.00 GJ

液化石油ガス（LPG）・プロパンガス　※ 0.0 t 50.8 GJ/t 0.00 GJ
天然ガス（液化天然ガスを除く） 0.0 千m3 43.5 GJ/千Nｍ3 0.00 GJ

都市ガス 0.0 千m3 44.8 GJ/千Nｍ3 0.00 GJ
0.0 GJ/千Nｍ3 0.00 GJ

0.000 GJ
＜出展＞
・一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ法関係情報」

　→　参照ホームページ： https://www.eccj.or.jp/law06/index.html

※注１：都市ガスの単位当たりの発熱量は供給会社によって異なります。
※注２：上表に記載以外の燃料を使用している場合は，出展を参考にしながら適宜欄を追加してください。

※プロパンガスと液化石油ガスの使用量は，入力用シートの㎥からｔに換算しています。

合計 発熱量

≪補助事業前≫発熱量換算簡易計算シート

６ヶ月間使用量 単位当たり発熱量 発熱量

https://www.eccj.or.jp/law06/index.html


電気及び燃料種別
昼間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.97 GJ/千KWh 0.00 GJ
夜間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.28 GJ/千KWh 0.00 GJ

ガソリン 0.0 kL 34.6 GJ/kL 0.00 GJ
灯油 0.0 kL 36.7 GJ/kL 0.00 GJ
軽油 0.0 kL 37.7 GJ/kL 0.00 GJ

A重油 0.0 kL 39.1 GJ/kL 0.00 GJ
B・C重油 0.0 kL 41.9 GJ/kL 0.00 GJ

液化石油ガス（LPG）・プロパンガス　※ 0.0 t 50.8 GJ/t 0.00 GJ
天然ガス（液化天然ガスを除く） 0.0 千m3 43.5 GJ/千Nｍ3 0.00 GJ

都市ガス 0.0 千m3 44.8 GJ/千Nｍ3 0.00 GJ
0.0 0 0 GJ/千Nｍ3 0.00 GJ

0.000 GJ
＜出展＞
・一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ法関係情報」

　→　参照ホームページ： https://www.eccj.or.jp/law06/index.html

※注１：都市ガスの単位当たりの発熱量は供給会社によって異なります。
※注２：上表に記載以外の燃料を使用している場合は，出展を参考にしながら適宜欄を追加してください。

※プロパンガスと液化石油ガスの使用量は，入力用シートの㎥からｔに換算しています。

合計 発熱量

≪補助事業後≫発熱量換算簡易計算シート

６ヶ月間使用量 単位当たり発熱量 発熱量

https://www.eccj.or.jp/law06/index.html


（参考）太陽光発電設備

①令和４年１０月から令和５年３月までのエネルギー使用量

昼間 夜間

令和 4 10

令和 4 11

令和 4 12

令和 5 1

令和 5 2

令和 5 3

0 0

②設備導入後の想定されるエネルギー使用量（①と同時期で想定）

昼間 夜間

令和 4 10

令和 4 11

令和 4 12

令和 5 1

令和 5 2

令和 5 3

0 0

③想定される省エネルギー効果

昼間 夜間

0 0
エネルギー削減量

買電
（自家発電分を除く）

kWh

買電
（自家発電分を除く）

元号 年 月

合　計

元号

kWh

買電
（自家発電分を除く）

kWh

年 月

合　計



補助事業前 補助事業後（見込）

A
対象設備等の発熱量
（GJ/６ヶ月） 0.000 0.000

B 0.0000
C

D #DIV/0!
E #DIV/0!

＜計算式等＞
A＝別シートから自動的に転記。
B＝補助事業前のA－補助事業後（見込）のA
C＝手入力
D＝B÷A(補助事業前)
E＝B÷補助対象経費

参
考

施設の建築時期

その他

太陽光発電設備導入における省エネルギー効果

発熱削減量（GJ/６ヶ月）

補助対象経費

費用対効果（GJ/千円 ・６ヶ月）

消費エネルギー削減率



電気及び燃料種別
昼間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.97 GJ/千KWh 0.00 GJ
夜間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.28 GJ/千KWh 0.00 GJ

0.000 GJ
＜出展＞
・一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ法関係情報」

　→　参照ホームページ： https://www.eccj.or.jp/law06/index.html

※注１：都市ガスの単位当たりの発熱量は供給会社によって異なります。
※注２：上表に記載以外の燃料を使用している場合は，出展を参考にしながら適宜欄を追加してください。

※プロパンガスと液化石油ガスの使用量は，入力用シートの㎥からｔに換算しています。

合計 発熱量

≪補助事業前≫発熱量換算簡易計算シート

6ヶ月間使用量 単位当たり発熱量 発熱量

https://www.eccj.or.jp/law06/index.html


電気及び燃料種別
昼間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.97 GJ/千KWh 0.00 GJ
夜間買電（自家発電分を除く） 0.0 千kWh 9.28 GJ/千KWh 0.00 GJ

0.000 GJ
＜出展＞
・一般財団法人省エネルギーセンター「省エネ法関係情報」

　→　参照ホームページ： https://www.eccj.or.jp/law06/index.html

※注１：都市ガスの単位当たりの発熱量は供給会社によって異なります。
※注２：上表に記載以外の燃料を使用している場合は，出展を参考にしながら適宜欄を追加してください。

※プロパンガスと液化石油ガスの使用量は，入力用シートの㎥からｔに換算しています。

合計 発熱量

≪補助事業後≫発熱量換算簡易計算シート

6ヶ月間使用量 単位当たり発熱量 発熱量

https://www.eccj.or.jp/law06/index.html


宮城県障害福祉課

令和５年４月２6日

No. 区分 質問 回答 備考

1 共通 今回の予算額はいくらか。
「省エネルギー設備等導入支援事業」と「ＩＣＴ設備等
導入支援事業」を合わせて350百万。

2 共通 令和４年度に補助を受けた法人は申請できるか。
申請可能。過去の補助金の利用実績は，補助事業者
の決定に当たって評価するものであり，実績がある場
合にも申請は認められる。

3 共通 補助事業者はどのように決定するか。

　提出された事業計画について総合的に評価を行い，
予算の範囲内で決定をする。
　評価に当たっては，「省エネルギー設備等導入支援
事業」については，導入による省エネルギー効果の高
さ等を踏まえるものとする。
　また，「ＩＣＴ設備等導入支援事業」については，「令和
３年度ＩＣＴやロボット等の導入支援補助金」の利用実
績の有無，「令和４年度障害福祉施設の原油価格・物
価高騰等緊急対策投資促進事業補助金」の利用実績
の有無，【業務効率化】に係るものについては，「障害
福祉分野の人材確保のための職場改善支援等業務」
の個別事業所支援の活用，【生産活動改善】に係るも
のについては，「IT市場での精神障害者等就労促進事
業」の活用予定の有無等，導入による生産性向上の高
さ等を踏まえるものとする。

4 共通 複数の事業所で申請することはできるか。

「省エネルギー設備等導入支援事業」について，１法人
で複数の事業所での申請を認めるが，１法人当たりの
上限額は10百万とする。
「ＩＣＴ設備等導入支援事業」について，１法人で複数の
事業所での申請を認めるが，１法人当たりの上限額は
4百万円とする。

5 共通
共生型サービスなど同一の建物で障害福祉サービス
事業以外の事業を行っている場合，どのように申請す
るべきか。

障害福祉サービス事業以外の事業にも効果が得られ
る場合には，利用者人数の実績や面積按分等により事
業費を算出することとする。

6 共通
同一敷地内に複数の事業所が運営されている場合，
補助上限額はどのように考えるか。

同一敷地内に複数の事業所が運営されている場合
は，１事業所として取り扱う。

7 共通
「交付決定前事前着手届」を提出した日から契約等の
事業に着手できるか。

県が届出の内容を確認し，収受した日から着手できる
ものとする。

8 共通
当初の計画で令和６年１月３１日までに完了するもので
あって，やむを得ない事由により事業が完了しないこ
ととなった場合，どのような取扱いになるか。

補助事業が令和6年１月３１日までに完了しない場合，
補助金交付決定を取り消すことがある。

9 省エネ
「省エネルギー設備等導入支援事業」は，通所系と訪
問系を同一の建物で事業実施している場合に申請で
きるか。その場合，優先度に影響はあるか。

通所系事業所に効果が資するものとして整理できる場
合には，補助対象とする。その際，採択の優先度には
影響しないものとする。

10 省エネ
①機器設置のための下屋の整備費用は補助対象とな
るか。
②スポットエアコンは補助対象となるか。

①機器と一体的なものではないことから，補助対象と
しない。
②施設と一体的なものではないことから，補助対象と
しない。

11 省エネ

①施設内の壁などへの断熱材の導入は補助対象とな
るか。
②冷房効率を高めるためのドア等の交換は補助対象
となるか。

①②直接省エネ効果に資するものでないことから，補
助対象としない。

12 省エネ
事業所移転を行う場合で，省エネルギーの比較や効
果についての添付書類が提出できない場合は申請で
きないか。

旧事業所との比較や省エネルギー効果が示せる場合
は補助対象とする。

障害福祉施設の原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業　Ｑ＆Ａ



13 省エネ
太陽光発電設備の発電電力を自家消費できない場
合，売電は可能か。

本事業は自家消費を目的とすることから，余剰電力の
売電は認めない。消費電力の実績に基づき，導入規模
を決めること。

14 省エネ
建物が申請者以外（市町村や個人等からの貸借）の際
に必要な確約書はどのような内容を記載されている必
要があるか。

今後も事業が継続可能であることが確認できること。
貸借契約書で確認できる場合は，その写しを提出する
こととする。

15 省エネ
LEDの導入のみは，高効率照明機器の導入に含まれ
るか。

含まれる。

16 省エネ
デマンドコントロール装置等の導入は補助対象となる
か。

設備としての導入前後の比較ができないため，補助対
象外とする。

17 省エネ
省エネルギー効果の計算資料は，具体的にどのような
ものを提出すればよいか。

エネルギー使用量（実績）は，電気・ガス等の領収書の
写しを，導入後のエネルギー使用量は，既存設備と今
回導入する設備の仕様等をもとに算出すること。
妥当性を確認するため，その計算過程が分かるものを
提出すること。

18
ＩＣＴ（業務効
率化）

セキュリティ品等の法人本部への機器設置が必要とな
る場合，補助対象となるか。

事業所の業務効率化に資するものであれば補助対象
とする。事業費については，活用する事業所で按分す
ること。

19
ＩＣＴ（業務効
率化）

付属品の購入は補助対象となるか。
原則として補助対象としないが，業務効率化に不可欠
なものであって，事業計画書において業務効率化の効
果が認められる場合は補助対象となり得る。

20
ＩＣＴ（生産活
動改善）

ネット販売を行うためのホームページ作成に伴う費用
については補助対象となるのか。

機器の導入ではないため，補助対象としない。

21
ＩＣＴ（生産活
動改善）

①ソフトウェア等において，年関契約の場合は補助対
象となるか。
②新設の社内ＬＡＮやクラウド構築は補助対象となる
か。

①補助金交付決定後に契約するものであれば，事業
の対象期間のみ補助対象とする。（月払いに対応して
おらず，年払いの場合は，月数で按分すること。）
②生産活動改善に資するものであれば補助対象とす
る。

22
ＩＣＴ（生産活
動改善）

ソフトウェア等の複数年契約のもので，使用料を補助
対象期間中に全て支払いをした場合，全額補助対象と
なるか。

購入品ではない限り，No.21①と同様の考え方となる
ので，事業の対象期間分のみ補助対象とする。


